
▲山田市長に受賞を報告する同会の（左から）仲村理事、山田理事、白内理事長

相 談 種 別 日　　時 会　　場 電　　話
人 権 擁 護

６月15日（木）
10:00～15:00 市役所４階　大会議室

生活環境課　☎22-1314行　　 政

無 料 法 律 10:00～15:00 市役所３階　第３会議室

農　　 家 ６月９日（金） 10:00～12:00 農林振興センター 農業委員会　☎22-1256

こころの相談 ６月７日（水） 13:30～16:30
健康センター（要予約） 健康推進課　☎22-1362

健 康 相 談 ６月20日（火） 14:00～16:00

障 害 者 ６月14日（水）・28日（水） 13:00～15:00 市役所３階　第３会議室 福祉課　☎22-1400

補聴器巡回
サ ー ビ ス

・リオン：６月15日（木）・30日（金）
・ブルーム（旧ワイデックス）：６月27日（火） 13:00～14:00 市役所１階　東側和室

リオン　　☎022-268-3311
ブルーム　☎022-267-3435

※平成29年７月のこころの相談は13ページに掲載しています。

相談種別 日時・会場・問い合わせ先など
いじめ相談

（アイライン）
いじめ問題等対策室（市役所４階 教育委員会内）　i-line@city.shiroishi.miyagi.jp【24時間メール受け付け】
※電話相談（☎22-1350）も実施しています（毎週月～金 8:30～16:30）。

家庭児童相談 総合福祉センター　毎週月～金　8:30～16:00　☎22-1400

高齢者総合相談
（事前連絡必要）

①地域包括支援センター（総合福祉センター内）：☎22-1466　毎週月～金　8:30 ～ 17:15　②在宅介護支援セン
ター茶園：☎25-9955　③在宅介護支援センター八宮：☎24-5222　②③は24時間電話受付しています。

青少年相談 青少年相談センター（市役所４階）　毎週月･火･木･金　8:30～16:30　☎22-1342（内線445）

消費生活相談 消費生活相談室（市役所１階生活環境課内）　毎週月･水･金　9:00～16:00　☎22-0783

DV・セクハラ相談
（事前連絡必要）

男女共同参画相談支援センター（ふれあいプラザ内）　毎週月･水･木･金　8:30～16:30　☎22-6035
※電話相談も実施しています。

障がい者虐待通報 仙南地域障がい者基幹相談支援センター【24時間電話受け付け】　平日：☎0224-51-5361　夜間・休日：☎080-3326-1788
※県南生活サポートセンターアサンテ内（大河原町）。平日は福祉課（☎22-1400）でも受け付けています。

NPO法人蔵王のブナと水を守る会が
平成29年緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰を受賞！

個人に対して授与されました。同会
は、昭和61年の発足以来30年以上、
南蔵王の中腹に広がる荒廃地への植
林や植林地整備を行い、森林復元の
活動や森を守る活動を継続。平成10
年からナショナル・トラスト運動を
展開し、平成13年までに本市との共
同取得地を合わせた13.7ヘクタール
の荒廃地を購入。市民や企業に呼び

　５月９日、「ＮＰＯ法人蔵王のブ
ナと水を守る会」の白
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さん、山
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だ
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さんの３人が市役所を訪れ、「平
成29年緑化推進運動功労者内閣総理
大臣表彰」の受賞を報告しました。
　受賞式は、４月28日に憲政記念館

（東京都）で開催。緑化推進活動に
顕著な功績のあった10団体と２人の

かけ毎年植林祭を開催し、平成25年
にはトラスト地に４万本以上の植林
を完了した。平成27年には一般開放
できるよう整備を行い、自然観察路
を３コース開設。また、森作りの技
術を多くの人に伝えることを目的に

「森の教室」を開催し、後継者の育
成にも取り組んでいます。昨年はツ
リーハウスが完成し、子どもから大
人まで多くの人が自然に親しみ、関
心を持てるような場づくりを行って
います。同会白内理事長は「昨年は、
親子キャンプを実施して大変喜ばれ
ました。これからは、子ども会や緑
の少年団など子どもたちが自然と親
しめるような場所にしていきたいで
す」と目を輝かせて、これからの抱
負を話してくれました。

市長へのスマイルメール
平成30年３月31日までお送りください。

問総務課広報広聴係　☎22-1331 24-4861FAX
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　白石郵便局
　　承　認

差出有効期間
平成30年3月
31日まで
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市長へのスマイルメール
　市では、市民の皆さんから市政への
ご意見やご提案をお寄せいただき、市
民の笑顔あふれる白石の実現のため、
市政に生かしたいと考えております。
　ご意見ご提案をお寄せいただくとき
には、裏面にご記入の上、切り取り線
の通りに切り取り、のり付けして郵送
してください。
　また、ファクシミリでも受け付けし
ますので、裏面にご記入の上、そのま
ま送信してください。

23 Shiroishi_H29.6 22Shiroishi_H29.6
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